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▽
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
の
選
任
に
つ
い
て
＝
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の

浅
見
哲
雄
さ
ん
（
尾
曳
町
）
の

任
期
が
、
平
成
31
年
１
月
25
日

を
も
っ
て
満
了
と
な
る
こ
と

か
ら
、
引
き
続
き
選
任
し
た
い

と
し
て
、
地
方
税
法
の
規
定
に

よ
り
、
議
会
の
同
意
を
求
め
ら

れ
た
も
の
で
、
全
員
一
致
で

同
意
さ
れ
ま
し
た
。

▽
農
業
委
員
会
委
員
の
任
命
に

つ
い
て
＝
農
業
委
員
会
委
員
の

平
井
玲
子
さ
ん
（
松
沼
町
）
の

辞
任
に
伴
い
、
後
任
と
し
て

小
島
美
恵
さ
ん（
本
町
四
丁
目
）

を
任
命
し
た
い
と
し
て
、
農
業

委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
の
規

定
に
よ
り
、
議
会
の
同
意
を
求

め
ら
れ
た
も
の
で
、
全
員
一
致

で
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

条
例
の
改
正

▽
館
林
市
長
の
選
挙
に
お
け
る

ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
＝
公
職
選
挙
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
が
、
平
成
31
年

３
月
１
日
に
施
行
さ
れ
る
こ
と

に
伴
い
、
市
長
選
挙
と
同
様
に

市
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
も
、

候
補
者
が
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
を

公
費
で
頒
布
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
本
条
例

の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
福
祉
医
療
費
助
成
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
＝

群
馬
県
福
祉
医
療
制
度
の
見
直

し
に
伴
う
、
群
馬
県
福
祉
医
療

費
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
改

正
に
よ
り
、
重
度
心
身
障
が
い

者
の
入
院
時
食
事
療
養
に
係
る

食
事
療
養
標
準
負
担
額
の
助
成

に
つ
い
て
、
低
所
得
者
へ
配
慮

し
た
所
得
制
限
を
導
入
す
る
も

の
で
す
。
ま
た
、
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
受
給
資
格
者
が
療
養

を
受
け
る
際
に
、
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
を
医
療
機
関
窓
口

に
提
示
し
た
場
合
の
み
、
入
院

時
食
事
療
養
費
標
準
負
担
額
の

助
成
を
行
い
、
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
を
提
示
し
な
か
っ
た

場
合
に
つ
い
て
は
、
入
院
時
食

事
療
養
に
係
る
食
事
療
養
標
準

負
担
額
を
控
除
し
た
額
を
支
給

す
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
本
条

例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
賛
成
多
数
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
障
が
い
者
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
＝
地
方
自
治
法
の
規
定
に

基
づ
き
、
障
が
い
者
総
合
支

援
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者

が
収
受
す
る
利
用
料
金
に
つ
い

て
、
施
行
規
則
で
定
め
て
い
た

利
用
料
金
収
入
の
指
定
管
理
者

へ
の
帰
属
の
規
定
及
び
利
用
料

金
の
決
定
に
係
る
規
定
を
条
例

に
規
定
す
る
た
め
、
本
条
例
の

一
部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
全
員
一
致
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

▽
館
林
市
家
庭
的
保
育
事
業
等

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
＝
家
庭
的
保
育
事

業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
代
わ

っ
て
行
う
代
替
保
育
及
び
家
庭

的
保
育
事
業
者
の
食
事
の
提
供

に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
賛
成

多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
都
市
計
画
基
本
方
針

等
検
討
委
員
会
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
＝
立
地
適

正
化
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事

項
の
審
議
に
時
間
を
要
し
、
さ

ら
に
、
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
の
見
直
し
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
審
議
を
要
す
る
た
め
、

委
員
の
任
期
を
２
年
間
延
長
し
、

平
成
33
年
３
月
31
日
ま
で
と
す

る
た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改

正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全

員
一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
手
数
料
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
＝
建
築
基
準

法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
建
築

基
準
法
の
接
道
規
制
に
お
け
る

国
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

本
会
議
の
あ
ら
ま
し

　

平
成
30
年
館
林
市
議
会
第
４
回
定
例
会
は
、
12
月
７
日
か
ら

20
日
ま
で
の
14
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
定
例
会
に
市
長
か
ら
提
案
さ
れ
た
議
案
は
、
追
加
議
案

を
含
め
22
件
で
、
審
議
の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
同

意
、
承
認
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、
請
願
１
件
の
審
議

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

▽
館
林
市
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
＝
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
放
課
後
児
童
支

援
員
の
基
礎
資
格
に
つ
い
て
、

５
年
以
上
放
課
後
児
童
健
全
育

成
事
業
に
従
事
し
た
者
及
び
専

門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了

し
た
者
を
加
え
る
こ
と
並
び
に

教
育
免
許
状
を
取
得
し
た
者
を

対
象
と
す
る
規
定
に
改
正
す
る

た
め
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
全
員

一
致
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
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